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〇沖縄大学学則 

(1974年 4月 1日制定) 

改正 1975年 4月 1日 

1978年 4月 1日 

1979年 4月 1日 

1981年 4月 1日 

1982年 4月 1日 

1984年 4月 1日 

1985年 4月 1日 

1986年 4月 1日 

1987年 4月 1日 

1988年 4月 1日 

1990年 4月 1日 

1991年 4月 1日 

1992年 4月 1日 

1993年 4月 1日 

1994年 4月 1日 

1995年 4月 1日 

1996年 3月27日 

1997年 3月28日 

1997年 9月24日 

1998年 3月30日 

1999年 3月30日 

1999年10月25日 

2000年 1月26日 

2000年 3月29日 

2000年 6月28日 

2000年 8月23日 

2001年 3月28日 

2001年 6月27日 

2002年 3月27日 

2002年11月13日 

2003年 3月28日 

2003年 6月 5日 

2004年 3月 4日 

2004年 6月 4日 

2004年 7月 9日 

2004年 9月13日 

2005年 3月14日 

2006年 3月13日 

2006年 3月13日 

2006年 9月11日 

2006年11月13日 

2007年 3月19日 

2008年 2月18日 

2008年 3月17日 

2009年 2月16日 

2009年 3月16日 

2009年 3月16日 

2009年 6月29日 

2010年 3月23日 

2011年 3月28日 

2011年 7月25日 

2011年 8月 8日 

2011年10月17日 

2012年 2月20日 

2012年 7月30日 

2013年 1月28日 

2013年 3月25日 

2013年 7月22日 

2013年12月16日 

2014年11月17日 

2015年 2月23日 

2016年 3月29日 

2016年11月21日 

2017年 3月13日 

2017年12月18日 

2018年 3月20日 

2018年11月19日 

2019年 2月18日 

2019年 3月 5日 

2019年12月16日 

2020年 1月20日 

2020年 3月23日 

2020年 9月28日 

2021年 1月18日 

2021年 3月 8日 

2022年 2月21日 

2022年 5月 9日 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本学は、教育基本法（昭和22年法律第25号）、学校教育法（昭和22年法律

第26号）及び私立学校法（昭和24年法律第270号）に基づき、広く知識を授けると

ともに、深く専門の学芸を教授・研究し、知的・応用的能力を展開させ、有為な

人材を育成することを目的とする。 

 （自己点検・評価） 

第１条の２ 本学は前条の目的を達成するために、自己点検・評価を実施する。 

そのため本学に中長期計画・自己点検委員会を置く。 
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 中長期計画・自己点検委員会に関する規程は、別に定める。 

 （学部及び学科） 

第２条 本学に、次の学部及び学科を置く。 

学  部 学  科 

経法商学部 経法商学科 

人文学部 国際コミュニケーション学科 

福祉文化学科 

こども文化学科 

健康栄養学部 管理栄養学科 

 （経法商学部の目的） 

第２条の２ 経法商学部は、第１条及び本学の建学の理念を根底に据えて、法学、

経済学・経営学についての専門的な学芸を教授・研究し、地域社会の中で自ら問

題を発見し、その解決策を見つけ、地域社会に貢献しうる人材の育成を目的とす

る。 

 （人文学部の目的） 

第２条の３ 人文学部は、第１条及び本学の建学の理念を根底に据えて、異文化、

福祉文化、こども文化についての専門的な学芸を教授・研究し、地域社会の中で

自ら問題を発見し、その解決策を見つけ、地域社会に貢献しうる人材の育成を目

的とする。 

２ 人文学部各学科の人材の養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的は、

別に定める。 

（健康栄養学部の目的） 

第２条の３の２ 健康栄養学部は、第１条の目的及び本学の建学の理念を根底に据

えて、栄養、健康及び食品についての専門的な学芸を教授・研究し、地域社会の

中で自ら問題を発見し、その解決策を見つけ、地域社会に貢献しうる人材の育成

を目的とする。 

 （修業年限及び長期履修学生） 

第２条の４ 本学の修業年限は、４年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、修業年限を超え

て、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望して入

学する者（以下｢長期履修学生｣という。）については、学長は、学部教授会の議

を経て長期履修学生として在学を認めることができる。 

３ 長期履修学生に関する事項は、別に定める。 

４ 学生は、８年を超えて在学することはできない。ただし、第30条の規定により
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入学した学生は、入学後の在学すべき年数の２倍を超えて在学することはできな

い。 

５ 第32条の規定により入学した再入学生は、元の学籍を引き継ぐものとする。 

 （大学院） 

第２条の５ 本学に大学院を置く。 

２ 大学院の学則は、別に定める。 

第２条の６ 削除 

 （別科） 

第２条の７ 削除 

２ 削除 

（入学定員等） 

第３条 本学の入学定員、３年次編入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

学 部 学 科 入学定員 
 ３年次編 

 入学定員 
収容定員 

経法商学部 経法商学科 220人 ５人 890人 

人文学部 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 80人 ３人 326人 

福祉文化学科 

社会福祉専攻 

健康ｽﾎﾟｰﾂ福祉専攻 

 

75人 

45人 

 

６人 

－ 

 

312人 

180人 

こども文化学科 50人 ３人 206人 

健康栄養学部 管理栄養学科 80人 － 320人 

合  計 550人 17人 2,234人 

 

第２章 学年、学期、休業日 

 （学年、学期） 

第４条 本学の学年は 4月 1日に始まり、翌年の 3月31日に終わる。 

２ 学年を分けて次の２学期とする。 

  前期  自  4月 1日  至  9月30日 

後期  自 10月 1日  至  3月31日 

 （休業日） 

第５条 定期休業日は、次のとおりとする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 
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 (3) 開学記念日（ 6月10日） 

 (4) 県条例第43号に規定する慰霊の日（ 6月23日） 

 (5) 夏季休業（ 8月 1日から 9月30日まで） 

 (6) 冬季休業（12月20日から翌年 1月 4日まで） 

 (7) 春季休業（ 3月 1日から 3月31日まで） 

２ 臨時休業日は、その都度学長が定める。 

第６条 休業中でも特別の必要があるときは、授業、実習その他を課することがあ

る。 

 

   第３章 教育課程及び履修方法等 

 （教育課程） 

第７条 本学は、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を

開設し、各学部及び学科毎に体系的に教育課程を編成する。 

第８条 本学の授業科目の種類、単位数及び履修科目は、別表１のとおりとする。 

第９条 前条の規定にかかわらず、学部教授会の決議によっては開講しない授業科

目や、他の授業科目を特設開講することがある。 

２ 履修方法等については、別に定める。 

３ 人文学部国際コミュニケーション学科に日本語教員養成課程を置く。 

 （単位の計算方法） 

第10条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効

果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するも

のとする。 

 (1) 講義については、15時間の授業をもって１単位とする。 

 (2) 経法商学部及び健康栄養学部の外国語科目については、30時間の学修をも

って１単位とする。 

 (3) 人文学部の外国語科目については、15時間から30時間の学修をもって１単

位とする。 

 (4) 演習については、15時間から30時間の演習をもって１単位とする。 

 (5) 実験、実習及び実技等の授業については、30時間から45時間の実験、実習及

び実技をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文・制作、ボランティア体験の授業科目につ

いては、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる

場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 
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 （授業の方法） 

第10条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又は

これらの併用により行うものとする。 

２ 本学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメデ

ィアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがで

きる。 

３ 本学は、第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定

により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で

履修させる場合についても、同様とする。 

４ 本学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第１項の授業の一部を、校

舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

 （単位の授与） 

第11条 授業科目を履修した者には、試験及び出席状況その他によって認定のうえ、

単位を与える。 

２ 編入生、派遺特別科目等履修生の単位の認定については、別に定める。 

３ 前項以外の入学前の既修得単位の認定については、別に定める。 

（随意科目） 

第12条 必修科目及び選択科目のほかに配置する科目を随意科目とし、随意科目は

所定の単位数に算入しない。 

 （卒業に必要な単位数） 

第13条 本学を卒業するためには、各学部及び各学科別表２により修得しなければ

ならない。 

２ 他大学等で認定された単位は審査のうえ、これを認定することができる。 

３ 技能審査の合格に係る単位は、審査のうえこれを認定することができる。 

４ 前２項の場合において、認定された単位は、本学で修得したものとみなすこと

ができる。ただし、60単位(第47条第３項で認定する単位を含む。)を超えないも

のとする。 

 （免許状授与の所要資格の取得） 

第14条 教員の免許状授与の資格を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和

24年法律第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和24年文部省令第38号）に定

める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 前項の単位数及び履修科目は、別表３に定める。 

３ 本学において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次の表に掲げ

るとおりとする。 
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学     科 教員免許状の種類 免許教科 

経法商学科 中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許状 
地理歴史 

公民 

国際コミュニケーション学科 中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 
英語 

福祉文化学科 

健康スポーツ福祉専攻 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 
保健体育 

こども文化学科 小学校教諭一種免許状 － 

管理栄養学科 栄養教諭一種免許状 － 

 

４ 学生は教職課程授業科目登録料として、１単位につき1,000円を所定の期日ま

でに納入しなければならない。 

（資格） 

第14条の２ 社会福祉士の受験資格を取得しようとする者は、社会福祉士及び介護

福祉士法（昭和62年法律第30号）及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭

和62年厚生省令第49号）に基づき定められた科目を修得しなければならない。 

２ 前項の履修科目及び単位数は、別表４に定める。 

第14条の３ 精神保健福祉士の受験資格を取得しようとする者は、精神保健福祉士

法（平成9年法律第131号）及び精神保健福祉士法施行規則（平成10年厚生省令第

11号）に基づき定められた科目を修得しなければならない。 

２ 前項の履修科目及び単位数は、別表５に定める。 

第14条の４ 認定スクールソーシャルワーカーの資格を取得しようとする者は、日

本ソーシャルワーク教育学校連盟指定科目に定められた科目を修得しなければな

らない。 

２ 前項の履修科目及び単位数は、別表６に定める。 

第14条の５ 栄養士の資格を取得しようとする者は、栄養士法施行令（昭和28年政

令第231号）及び栄養士法施行規則（昭和23年厚生省令第2号）に基づき定められ

た科目を修得しなければならない。 

２ 前項の履修科目及び単位数は、別に定める。 

第14条の６ 管理栄養士の受験資格を取得しようとする者は、栄養士法施行令（昭
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和28年政令第231号）、栄養士法施行規則（昭和23年厚生省令第2号）及び管理栄

養士学校指定規則（昭和41年文部省・厚生省令第2号）に基づき定められた科目を

修得しなければならない。 

２ 前項の履修科目及び単位数は、別に定める。 

（毎学年、学期の開講科目、単位数） 

第15条 毎学年度、各学期に開講する学科目の配置、授業時間数及び授業担当者は、

各学部教授会において計画立案し、学長の承認を得るものとする。 

２ 前項の事項については、毎学年、各学期の初めに教務部長がこれを発表しなけ

ればならない。ただし、臨時講義については、各学部教授会が随時に定めて学長

の承認を得て発表するものとする。 

 （履修登録） 

第16条 学生は、毎学年、学期初めの所定の日までに登録しなければならない。た

だし、集中講義については、所定の登録期間内に登録を完了しなければならない。 

 （学外講義、公開講座） 

第17条 本章に規定する正規の授業のほかに、本学及び各学部は随時、学外講義、

公開講座を開催することができる。 

 

   第４章 入学、休学、復学、退学、転学、懲戒、除籍等 

 （入学の時期） 

第18条 入学時期は、毎学年の初めとする。 

 （入学資格） 

第19条 本学の入学資格は、次のとおりとする。 

(1) 高等学校を卒業した者、若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了し

た者（通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含

む。) 

(2) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者

で文部科学大臣の指定した者 

(3) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するもの

として認定又は指定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

(4) 文部科学大臣の指定した者 

(5) 大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行う大学入学の資格検定に合格

した者 

(6) その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

大学において認めたもの 
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 （入学志願） 

第20条 入学志願者は、所定の期日までに入学願書その他別に定める必要書類に検

定料30,000円を添えて提出しなければならない。 

２ 選考方法に関する事項は、その都度定めて公示する。 

（入学志願者の選考） 

第21条 入学志願者に対しては、所定の入学試験を行う。 

 （入学許可） 

第22条 入学は、各学部教授会の議を経て学長が許可する。 

 （入学手続） 

第23条 入学を許可された者は、入学納付金及びその他の所定の誓約書、卒業証明

書等、最近撮影の写真二葉を指定された期日までに提出しなければならない。 

２ 前項の書類の提出又は納付金の納付を怠った者は、入学許可を取り消すことが

ある。 

３ 提出書類に変更があったときは、直ちに届けなければならない。 

 （休学） 

第24条 病気その他やむを得ない事由により３か月以上修学することができない

者は、理由を具し、保証人連署で願い出れば休学することができる。 

２ 病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。 

第25条 伝染病その他により、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

に対しては、各学部教授会の議を経て、学長は休学を命ずることができる。 

 （休学期間） 

第26条 休学期間は半年又は１年とする。ただし、特別の理由があるときは、所定

の手続きを経て更に半年又は１年延長することができる。 

２ 休学期間は、通算して４か年を超えることはできない。ただし、第30条の規定

により入学した学生の休学期間は、通算して２年次編入者は３年、３年次編入者

は２年を超えることはできない。第32条の規定により入学した再入学生は第２条

の４第５項によるものとする。 

３ 休学期間は、第２条の修業年限に算入しない。 

４ 休学期間内は学費は免除する。ただし、別に定める学籍料を指定期日までに納

付しなければならない。 

 （復学） 

第27条 休学者は、学期の始めでなければ復学することができない。この場合、講

義開始２週間前に学長の許可を得なければならない。 

２ 復学の時期は、学年の前期又は後期始めとする。 
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 （転学） 

第28条 他の大学に入学又は転学を希望するものは、教務部を経て講義開始２週間

前に学長の許可を得なければならない。 

 （転学部、転学科、転専攻） 

第29条 学生は、各々の属している学部・学科・専攻より他の学部・学科・専攻へ

の変更は原則として許可されない。ただし、特別の理由がある者に限り、学年度

末に各学部教授会の議を経て学長がこれを許可することができる。 

 （転入学、編入学） 

第30条 他の大学より本学学部に転入学又は編入学を希望する者は、願出により欠

員のある場合に限り各学部教授会の議を経て学長がこれを許可する。 

 （退学） 

第31条 病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者は、理由を具し

保証人連署で退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。 

 （再入学） 

第32条 再入学を希望する者は、本学を退学した者若しくは学費の滞納で除籍され

た者でなければならない。 

２ 退学した者及び学費の滞納で除籍された者が再入学を願い出たときは、各学部

教授会の議を経て、前学期末又は学年度末に学長がこれを許可することがある。

ただし、許可されたものは手数料を納入し、所定の手続をとらなければならない。 

３ 再入学の時期は、前期又は後期始めとする。 

 （休学、復学等の規程） 

第33条 休学、復学、転学、転学部、転学科、転入学、編入学、退学及び再入学等

学生の身分異動に関する細則は、別に定める。 

 （懲戒） 

第34条 学生が本学の諸規程又は教職員の指示に背き、学生の本分に反する行為が

あったときは、学長は、教授会の議を経て、これを懲戒することができる。 

２ 前項に規定する懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。 

 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 (3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

 (4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４ 第２項の懲戒の手続は、学長が定める。 

 （除籍） 
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第35条 次の各号の一つに該当する者は、各学部教授会の議を経て学長がこれを除

籍する。 

 (1) 第２条の４第４項及び第５項により在学年数を超えた者 

 (2) 休学及び休学期間延長の許可を得ない者 

 (3) 授業料の納付を怠った者 

 (4) 死亡 

 (5) 理由がなく単位取得できない者 

 

   第５章 試験、評価、卒業 

 （試験） 

第36条 所定の科目を履修した者に対しては、毎学年末又は毎学期末に試験を行う。

ただし、各学部教授会において平常点をもって試験に代えることを認められた科

目については、この限りでない。 

２ 試験は筆記試験、口述試験、論文、その他適当な方法による。 

３ 試験に関する規定は、別に定める。 

 （評価） 

第37条 成績の評定は、秀、優、良、可、不可の５級に分かち、不可の場合は所定

の単位を授与しない。 

 （卒業） 

第38条 本学に４年以上在学して、124単位以上を修得し、かつ学部履修規程で定め

た水準以上のＧＰＡを取得した者は、学部教授会の議を経て、学長が卒業を認定

する。 

２ 前項の規定による卒業に必要な修得すべき所定の単位数のうち、第10条の２第

２項の授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。 

 （早期卒業） 

第38条の２ 本学に３年以上在学し（学校教育法施行規則第68条の５の規定に該当

する者を含む｡)、学部が定めた卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認め

られ、早期卒業を希望する者については、前条の規定にかかわらず、学長は、学

部教授会の議を経て卒業(以下「早期卒業」という。)を認めることができる。 

２ 早期卒業に関する事項は別に定める。 

 （学位） 

第39条 学長は、前２条の規定により卒業を認定した者に対し、学士の学位を授与

する。 

２ 前項の規定により授与する学位は、次のとおりとする。 
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学部 学科（専攻） 学位 

経法商学部 経法商学科 学士（経法商） 

人文学部 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 学士（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 

福祉文化学科 

 社会福祉専攻 

 健康ｽﾎﾟｰﾂ福祉専攻 

 

学士（社会福祉） 

学士（健康ｽﾎﾟｰﾂ福祉） 

こども文化学科 学士（こども文化） 

健康栄養学部 管理栄養学科 学士（栄養学） 

 

   第６章 特別学生 

 （委託学生、科目等履修生、特別科目等履修生） 

第40条 本学則において委託学生とは、国内、国外の公共団体又はこれに類する機

関の委託に基づき、第19条、第20条及び第21条の規定によらないで本学において

学習を許された者をいう。 

２ 科目等履修生とは、第19条、第20条及び第21条の規定によらないで本学におい

て、１科目又はそれ以上の科目の学習を許された者をいう。 

３ 特別科目等履修生とは、他大学に在籍しながら本学の開講科目の学習を許され

た者をいう。 

 （委託学生、科目等履修生の登録） 

第41条 委託学生又は、科目等履修生として登録を希望する者があるときは、学期

初め又は集中講義の講義開始の１週間前に選考のうえ、学長が許可する。 

２ 委託学生又は科目等履修生として登録を希望する者は、所定の願書と登録料を

添えて提出しなければならない。ただし、本学の卒業生は、登録料を免除する。 

３ 委託学生又は科目等履修生として登録を許可された者は、履修料を所定の期日

までに納入しなければならない。 

第42条 特別科目等履修生については、本人の在籍する大学と本学との協議により、

これを受け入れるものとする。 

第43条 委託学生、科目等履修生及び特別科目等履修生は、履修した科目について

試験を受けることができる。 

２ 前項の試験を受けた者に対しては、成績について証明書を交付する。 

 （留学生） 

第44条 第19条に定める入学資格を有する外国人に対して、各学部教授会の議を経

て留学生として学年度初めに学長が入学を許可する。 

（研究生） 
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第45条 本学を卒業した者又はこれと同等以上の学力資格を有する者で特に本学

で研究を希望する者がある場合は、各学部教授会の議を経て学長が研究生として

入学を許可する。 

２ 研究生は、指導教授を選び一定の時期に研究の成果を学部長を経て学長に提出

しなければならない。 

３ 研究を怠り、成果の報告を怠った場合あるいは、研究の実があがらない場合は、

除籍する。 

 （特別学生に関する細則） 

第46条 委託学生、科目等履修生、特別科目等履修生、留学生及び研究生など特別

学生に対して、本学則のほか、正規の学生に関する他の規程を準用する。 

２ 特別学生に関するその他の事項は、別に定める。 

 

   第７章 派遣特別科目等履修生 

第47条 派遣特別科目等履修生とは、本学に在籍のまま、他大学又は専門学校等（以

下「他大学等」という。）で学ぶ者をいう。 

２ 派遣特別科目等履修生を希望する者については、教育上有益であると判断され

る場合に限り、審査のうえこれを許可する。 

３ 他大学等で認定された単位は、本学において修得したものとみなすことができ

る。ただし、48単位を超えないものとする。 

４ 派遺特別科目等履修生に関する事項は、別に定める。 

５ 第２項及び第３項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に

準用する。 

 

   第８章 管理、運営、職員、組織、教授会 

 （管理、運営） 

第49条 学校法人沖縄大学理事会が本学の運営と管理の責任を有し、本学の政策運

営、財産、学校、動産、不動産すなわち、本学に関する一切の管理権を有する。

ただし、理事会は、その権限の一部を学長又は全学教員会議に委任することがで

きる。 

２ 理事会は、本学学長を任命し、学長は理事会で定められた政策、方針又は理事

会よりの委任事項に基づいて学内を統括運営する。 

（職員） 

第50条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職

員を置く。 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 
２ 職制に関する細則は別に定める。 

（学長） 

第51条 学長は、校務を掌り、職員を統督する。 

２ 学長が事故あるとき、又は欠けたときは、学長があらかじめ定めた順位に従い、

学長の職務を代行する。 

（副学長） 

第51条の２ 本学に副学長を置く。 

２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務を掌る。 

 （部長等） 

第52条 本学に教務部長、学生部長、図書館長を置く。 

 （学部長） 

第53条 各学部に学部長を置く。 

２ 学部長は、当該教授会を招集してその議長となり、当該学部の運営に関する校

務を統轄する。 

３ 学部長の任期及び選出方法については別に定める。 

 （学科長） 

第54条 各学科に学科長を置く。 

２ 学科長は、当該学科に関する校務を掌る。 

３ 各学科長は、学部長を補佐する。 

４ 学科長の任期及び選出方法については別に定める。 

 （主任等） 

第54条の２ 経法商学部経法商学科にコース主任（法律行政コース、経済経営コー

ス及び地域社会コース）を、人文学部福祉文化学科に専攻主任（社会福祉専攻及

び健康スポーツ福祉専攻）を置く。 

２ 前項のコース主任及び専攻主任（以下これらを「主任等」という。）は、専攻

等に関する校務を掌る。 

３ 主任等は、学科長を補佐する。 

４ 主任等の任期及び選出方法については別に定める。 

（学部教授会） 

第55条 学部に、教授会を置く。 

２ 教授会は、専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。 

３ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるも

のとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 
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(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴く必要があるものとして学長が定めるもの 

４ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置か

れる組織の長（以下この項において「学長等」という。）がつかさどる教育研究

に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。 

５ 教授会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。 

 （全学教員会議） 

第56条 本学に全学教員会議を置く。 

２ 全学教員会議は、経法商学部、人文学部及び健康栄養学部の専任の教授、准教

授、講師及び助教をもって組織する。 

３ 学長は、全学教員会議を招集し、その議長となる。学長不在の場合は、学長が

あらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。 

４ 全学教員会議は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を

述べるものとする。 

 (1) 副学長、教務部長、学生部長及び図書館長の任命に関する事項 

 (2) 学長の選出に関する事項 

 (3) 正常な教学運営に著しく支障をきたす事項 

５ 全学教員会議は、前項に規定するもののほか、学長が全学的な教育研究に関す

る重要な事項について決定を行うにあたり、意見を述べることができる。 

６ 前各項に掲げるもののほか、全学教員会議の組織及び運営に関する事項は、別

に定める。 

 （大学協議会） 

第56条の２ 学部間の調整及び学部・大学院間の調整を行い、全学教員会議から委

任された事項を審議するため、大学協議会を置く。 

２ 大学協議会の会議は、学長が招集し、議長となる。 

３ 学長に事故があるとき、又は学長が欠けたときは、あらかじめその指名する委

員がその職務を行う。 

４ 大学協議会は、全学教員会議から受任し、審議した事項を、全学教員会議に報

告するものとする｡ 

５ 大学協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。 

   第９章 奨学制度 

 （奨学制度） 
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第57条 奨学のため本学に次の制度を設ける。 

 (1) 学業奨学制度 

 (2) スポーツ奨学制度 

 (3) 留学生奨学制度 

 (4) 特待奨学制度 

 (5) 貸費奨学制度 

２ 前項の各奨学制度の実施に関する事項は、別に定める。 

 

   第10章 附属施設 

 （図書館） 

第58条 本学に図書館を設け、図書その他の文献及び研究資料を収集管理し職員、

学生及び学外者で館長の許可を受けた者の閲覧に供する。 

２ 図書館に関する細則は、別に定める。 

 （研究所・センター等） 

第59条 本学に地域研究所、マルチメディア教育研究センター及び教職支援センタ

ー(以下「研究所・センター等」という。)を設ける。 

２ 研究所・センター等に関する細則は、別に定める。 

 （学生寮） 

第60条 本学に、学生の便宜を図るため寮を設けることができる。 

２ 寮に関する細則は、別に定める。 

   第11章 厚生、保健施設 

 （健康相談所） 

第61条 本学の学生、職員の保健のための健康相談所を設け、次の各号に掲げる事

業を行う。 

 (1) 保健に関する相談に応ずること。 

 (2) 疾病に関する相談 

 (3) 健康相談所に関する細則は、別に定める。 

 

   第12章 納入金 

第62条 本学の学費については、次のとおりとする。 

 経法商学部 人文学部 健康栄養学部 

入学金 125,000 125,000 125,000 

授業料 720,000 720,000 720,000 
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施設費 100,000 100,000 150,000 

実験・実習費 ― ― 150,000 

２ 学生は、学費及びその他の諸納入金を所定の期日までに納入しなければならな

い。 

３ 前項のその他の諸納入金については、学費等に関する規定による。 

４ 学費等に関する規定は、別に定める。 

第63条 既に納入した授業料その他の学費は、原則として返還しない。 

 （学則の改廃） 

第64条 この学則の改廃は、全学教員会議の審議を経て理事会が行う。ただし、こ

の学則に定める別表の改廃は、全学教員会議で審議し、常任理事会が行う。 

   附 則 

 この学則は、1974年 4月 1日から施行する。 

   附 則（1975年 4月 1日） 

 この学則は、1975年 4月 1日から施行する。ただし、1975年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1978年 4月 1日） 

 この学則は、1978年 4月 1日から施行する。ただし、1978年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1979年 4月 1日） 

 この学則は、1979年 4月 1日から施行する。 

   附 則（1981年 4月 1日） 

 この学則は、1981年 4月 1日から施行する。ただし、1981年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条第１項の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1982年 4月 1日） 

 この学則は、1982年 4月 1日から施行する。 

   附 則（1984年 4月 1日） 

 この学則は、1984年 4月 1日から施行する。 

   附 則（1985年 4月 1日） 

 この学則は、1985年 4月 1日から施行する。ただし、1985年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条第１項の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1986年 4月 1日） 

 この学則は、1986年 4月 1日から施行する。 

   附 則（1987年 4月 1日） 

 この学則は、1987年 4月 1日から施行する。ただし、1987年 3月31日現在在籍 
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する学生については、第51条の規定にかかわらず従前の例による。 

附 則（1988年 4月 1日） 

 この学則は、1988年 4月 1日から施行する。ただし、1988年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1990年 4月 1日） 

 この学則は、1990年 4月 1日から施行する。ただし、1990年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1991年 4月 1日） 

 この学則は、1991年 4月 1日から施行する。ただし、1991年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1992年 4月 1日） 

 この学則は、1992年 4月 1日から施行する。ただし、1992年 3月31日現在在籍す

る学生については、第51条の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1993年 4月 1日） 

１ この学則は、1993年 4月 1日から施行する。ただし、1993年 3月31日現在在籍

する学生については、第51条第１項の規定にかかわらず従前の例による。 

２ この学則(第33条第５項)の改正は、1993年 4月 1日から施行する。 

３ この学則(第12条の２)の改正は、1993年 4月 1日から施行する。 

   附 則（1994年 4月 1日） 

１ この学則（第２条第５項、第３条第１項、第11条第２項、第18条第３項、第38

条第２項、第３項、第39条第１項、第２項、第３項、第39条の２、第40条、第41

条第２項、第43条第１項、第43条の２第３項）の改正については、1994年4月1日

から施行する。 

２ この学則（第51条第１項、第２項、第３項）の改正については、1994年 4月1日

から施行する。ただし、1994年 3月31日現在在籍する学生については、第51条第

１項、第２項の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1995年 4月 1日） 

 この学則（第51条第１項）の改正については、1995年 4月 1日から施行する。た

だし、1995年 3月31日現在在籍する学生については、第51条第１項の規定にかか

わらず従前の例による。 

   附 則（1996年 3月27日） 

 この学則（第51条第１項）の改正については、1996（平成８）年 4月 1日より施

行する。ただし、1996（平成８)年 3月31日現在在籍する学生については、第51条

第１項の規定にかかわらず従前の例による。 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 
   附 則（1996年 3月27日） 

 この学則（第２条第１項の１、２）の改正については、1996（平成８）年 4月1日

より施行する。 

   附 則（1997年 3月28日） 

１ この学則（第51条第１項）の改正については、1997（平成９）年 4月 1日より

施行する。ただし、1997（平成９）年 3月31日現在在籍する学生については、第

51条第１項の規定にかかわらず従前の例による。 

２ この学則（第２条第１項、第３条、第７条、第８条、第８条の２、第９条、第

10条、第12条の２、第13条第２項、第28条、第31条の２、第37条、第46条、第46

条の２、第51条第１項第２号）の改正については、1997（平成９）年 4月 1日入

学生より適用する。なお、法経学部法学科、経済学科は在学生が在籍する期間は

存続し、学則については従前どおりとする。 

   附 則（1997年 9月24日） 

 この学則（第１条、第２条、第３条、第７条、第10条、第12条の２、第14条、第

21条、第37条、第38条、第41条、第44条、第46条、第46条の２、第51条、第53条、

第54条）の改正は、1999（平成11）年 4月 1日から施行する。 

   附 則（1998年 3月30日） 

 この学則（第51条第１項）の改正については、1998（平成10）年 4月 1日より施

行する。ただし、1998（平成10）年 3月31日現在在籍する学生については、第51

条第１項の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1999年 3月30日） 

 この学則（第51条第１項）の改正については、1999（平成11）年 4月 1日より施

行する。ただし、1999（平成11）年 3月31日現在在籍する学生については、第51

条第１項の規定にかかわらず従前の例による。 

   附 則（1999年10月25日） 

 この学則（第59条第１項、第２項）の改正については、1999（平成11）年10月1日

から施行する。 

   附 則（2000年 1月26日） 

 この学則（第62条第１項）の改正については、2000（平成12）年 4月 1日より施

行する。ただし、2000（平成12）年 3月31日現在在籍する学生については、従前

の規定にかかわらず平成12年度の学費を据え置くものとする。 

   附 則（2000年 3月29日） 

 この学則の改正は、2000（平成12）年 4月 1日から施行する。（第14条第３項） 

   附 則（2000年 6月28日） 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 
 この学則の改正は、2000（平成12）年 6月28日から施行する。（第49条、第51条

第２項、第54条、第55条、第56条、第56条の２、第56条の３） 

   附 則（2000年 8月23日） 

 この学則（第62条第１項）の改正については、2001（平成13）年 4月 1日より施

行する。ただし、2001（平成13）年 3月31日現在在籍する学生については、第62

条第１項の規定にかかわらず従前の規定によるものとする。 

   附 則（2001年 3月28日） 

 この学則は、2001年 4月 1日から施行する。 

   附 則（2001年 6月27日） 

１ この学則（第１条の２）については、2001（平成13）年 7月 1日より施行する。 

２ この学則（第62条第１項）の改正については、2002（平成14）年 4月 1日より

施行する。ただし、2002年（平成14年 3月31日）現在在籍する学生については、

第62条第１項の規定にかかわらず従前の規定によるものとする。 

   附 則（2002年 3月27日） 

 この学則は、2002年 4月 1日から施行する。（第８条別表１改正） 

   附 則（2002年11月13日） 

 この学則は、2002年11月13日から施行する。（第２条、第２条の２、第10条第２

項、第13条、第35条第１号、第38条、第38条の２、第47条、第48条、第51条の２、

第56条第２第３第４第10項、第56条の３、第63条、第64条改正） 

   附 則（2003年 3月28日） 

 この学則は、2003年 4月 1日から施行する。 

   附 則（2003年 6月 5日） 

 この学則は、2004年 4月 1日から施行する。 

   附 則（2004年 3月 4日） 

 この学則は、2004年 4月 1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別

表２） 

   附 則（2004年 6月 4日） 

 この規程は、2004年 4月 1日から施行する。（第26条第１項、第27条第１項、第

２項、第32条第１項、第２項、第64条） 

   附 則（2004年 7月 9日） 

 この学則は、2005（平成17）年 4月 1日から施行する。（第３条改正） 

   附 則（2004年 9月13日） 

 この学則は、2005年 4月 1日から施行する。（第２条の３） 

   附 則（2005年 3月14日） 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 
 この学則は、2005年 4月 1日から施行する。（第56条の２、 第56条の３第11号、

第12号、第56条の３第３項第１号改正） 

   附 則（2006年 3月13日改正） 

 この学則は、2006年 4月 1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別

表２、第14条関係別表３） 

   附 則（2006年 3月13日改正） 

 この学則は、2007年 4月 1日から施行する。（第２条、第３条、第８条、第13条、

第39条） 

   附 則（2006年 9月11日） 

 この学則は、2007年 4月 1日から施行する。（第８条（別表１）、第13条（別表

２）、第14条（別表３） 第３項） 

   附 則（2006年11月13日改正） 

 この学則は、2007年 4月 1日から施行する。（第50条、第55条、第56条、第57条、

第64条） 

   附 則（2007年 3月19日改正） 

 この学則は、2007年 4月 1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別

表２、第14条関係別表３） 

   附 則（2008年 2月18日改正） 

 この学則は、2008年 2月18日から施行する。（第２条の２、 第２条の３追加） 

   附 則（2008年 3月17日改正） 

 この学則は、2008年 4月 1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別

表２、 第14条関係別表３） 

   附 則（2009年 2月16日改正） 

 この規程は、2009年 4月 1日から施行する。（第59条） 

   附 則（2009年 3月16日改正） 

 この学則は、2009年 4月 1日から施行する。（第８条別表１、第13条別表２、 第

14条別表３） 

   附 則（2009年 3月16日改正） 

１ この学則（第37条）の改正は、2009年 4月 1日から施行する。 

２ この学則（第38条）の改正は、2009年 4月入学学生から試行適用し、2010年４

月入学学生から全面施行する。ただし、2009年 3月31日現在在籍する学生につい

ては、第38条の規定にかかわらず従前の例による。 

附 則（2009年 6月29日改正） 

１ この学則（第56条の３）の改正は、2009年 7月 1日から施行する。 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 
附 則（2010年 3月23日改正） 

１ この学則は、2010年 4月 1日から施行する。（第８条別表１、第13条別表２、 

第14条別表３） 

附 則（2011年 3月28日改正） 

１ この学則は、2011年 4月1日から施行する。（第2条、第3条、第8条別表1、第9

条第3項、第13条別表2、第14条別表3、第39条、第49条、第56条第2項、第5項第5

号、第6号、第7項第1号、第2号、第62条の改正） 

附 則（2011年 7月25日改正） 

１ この学則は、2011年 7月25日から施行する。（第2条第2項、第2条の6、第2条の

7、 第44条第2項の改正） 

附 則（2011年 8月 8日改正） 

１ この学則は、2011年10月 1日から施行する。（第32条改正） 

附 則（2011年10月17日改正） 

１ この学則は、2012年 4月 1日から施行する。（第11条第2項、第3項の改正） 

附 則（2012年 2月20日改正） 

１ この学則は、2012年 4月 1日から施行する。ただし、2012年 3月31日現在在籍

する学生については、第３条、第14条第２項、第14条第３項、第39条の規定にか

かわらず従前の例による。（第３条、第14条第２項、第14条第３項、第39条の改

正） 

附 則（2012年7月30日改正） 

１ この学則は、2012年 7月30日から施行する。（第2条の2、第2条の3の改正、第

2条の3第2項の追加） 

附 則（2013年 1月28日改正） 

１ この学則は、2013年 4月 1日から施行する。（第２条の４第５項の追加、第26

条第２項、第35条第１号、第35条第５号の改正） 

   附 則（2013年 3月25日改正） 

この学則は、2013年 4月 1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別

表２、第14条関係別表３） 

   附 則（2013年 7月22日改正） 

この学則は、2014年 4月 1日から施行する。（第3条の改正） 

附 則（2013年12月16日改正） 

この学則は、2014年 1月 1日から施行する。（第29条、第64条の改正） 

附 則（2014年11月17日改正） 

この学則は、2014年11月17日から施行する。（第2条の6の削除） 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 
附 則（2015 2月23日改正） 

この学則は、2015年 4月 1日から施行する。 

附 則（2016年 3月29日改正） 

この学則は、2016年 3月 31日から施行する。 

附 則（2016年11月21日改正） 

この学則は、2016年11月21日から施行する。（第23条第１項の改正） 

附 則（2017年 3月13日改正） 

この学則は、2017年 4月 1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別

表２、第14条関係別表３） 

附 則（2017年 12月18日改正） 

この学則は、2019年 4月 1日から施行する。（第３条の改正） 

附 則（2018年 3月20日改正） 

この学則は、2018年 4月 1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別

表２、第14条関係別表３） 

附 則（2018年11月19日改正） 

この学則は、2018年11月19日から施行する。（第53条、第54条の改正） 

附 則（2019 年 2月 18日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、2019年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日の前日までに本学が実施した管理栄養学科に係る入学者の選考、入学手

続等については、この学則の相当規定に基づいて行う選考、入学手続等とみなす。 

３ 第３条の規定にかかわらず、管理栄養学科の 2019年度から 2022 年度までの間

における収容定員は、次のとおりとする。 

学部 

年度 
健康栄養学部 

2019年度  80 人 

2020年度 160 人 

2021年度 240 人 

2022年度 320 人 

４ 改正後の学則の施行の際現に在籍する学生に係る免許教科については、当該学

生が本学に在籍する間は、改正後の第14条の規定にかかわらず、次の表（この学

則による改正前の表）に掲げる教免教科の例による。 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 

学     科 教員免許状の種類 免許教科 

法経学科 中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許状 地理歴史 

 公民 

国際コミュニケーション学科 中学校教諭一種免許状 英語 

高等学校教諭一種免許状 英語 

福祉文化学科 

社会福祉専攻 

福祉文化学科 

健康スポーツ福祉専攻 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

 

社会 

公民 

福祉 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

保健体育 

保健体育 

こども文化学科 小学校教諭一種免許状 － 

附 則（2019 年 3月 5日改正） 

 この学則は、2019 年４月１日から施行する。（第８条関係別表１、第 13 条関係

別表２、第 14条関係別表３） 

附 則（2019 年 12月 16日改正） 

（施行期日等） 

１ この学則は、2021年４月１日から施行する。（第 14条３項） 

２ 改正後の学則の施行の際現に在籍する学生に係る免許教科については、当該学

生が本学に在籍する間は、改正後の第 14条の規定にかかわらず、次の表（この学

則による改正前の表）に掲げる教免教科の例による。 

学     科 教員免許状の種類 免許教科 

経法商学科 中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許状 地理歴史 

 公民 

国際コミュニケーション学科 中学校教諭一種免許状 
英語 

高等学校教諭一種免許状 

福 祉 文 化

学科 

社会福祉専攻 
高等学校教諭一種免許状 

 

福祉 

 

健康スポーツ 

福祉専攻 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 
保健体育 



 

 第２編 学則 （沖縄大学学則） 

 

 

こども文化学科 小学校教諭一種免許状 － 

管理栄養学科 栄養教諭一種免許状 － 

附 則（2020 年 １月 20日改正） 

 この学則は、2021年４月１日から施行する。（第３条） 

附 則（2020 年 3月 23日改正） 

 １ この学則は、2020年４月１日から施行する。（第２条、第２条の２、第２条

の４第４項、第３条、第９条第２項、第10条第２号、第14条第３項、第39条第２

項、第54条の２、第56条、第62条、第８条関係別表１、第13条関係別表２、第14

条関係別表３の改正） 

附 則（2020 年 9月 28日改正） 

  この学則は、2021年 4月 1日から施行する。（第１条、第９条、第14条第１項、 

 第14条の２～６の追加、第62条第３項～第４項の追加、別表４～６の追加） 

附 則（2021年 1月18日改正） 

 この学則は、2021年１月18日から施行し、改正後の第10条の２及び第38条２項 

の規定は、2020年４月1日から適用する。（第10条の２、第38条の２） 

附 則（2021 年 1月 18日改正） 

  この学則は、2021年１月18日から施行する。（第１条の２） 

附 則（2021 年 3月 8日改正） 

 この学則は、2021年4月1日から施行する。（第8条関係別表１、第13条関係別表 

２、第14条関係別表３の改正） 

附 則（2022 年 2月 21日改正）  

 この学則は、2022年4月1日から施行する。（第８条関係別表１、第13条関係別 

表２、第14条関係別表３、第51条の２第２項及び第54条の２第２項の改正） 

  附 則（2022年 5月9日改正） 

 この学則は、2022年5月9日から施行し、改正後の第８条関係別表１の規定は、 

2022年4月1日から適用する。（第８条関係別表１） 

 

 


